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第１章    計画の策定にあたって 

 

 

 

１ 計画策定の趣旨 

我が国の子どもたちを取り巻く社会環境をみると、少子高齢化や核家族化の進行により

ライフスタイルや価値観、生活環境に変化が生じ、子どもたちや子育て当事者のニーズが

多様化しつつあります。また、児童虐待やひきこもり等の家庭問題、地域社会のつながり

の希薄化に関する問題は依然として解決すべき課題となっています。さらに、近年、自殺

やいじめなどの生命・安全の危機、子育て家庭の孤独・孤立、格差拡大等の問題も顕在化

しています。 

こうした状況の中、国は令和５年４月に、「子ども・子育て支援法」、「子どもの貧困対策

の推進に関する法律」、「子ども・若者育成支援推進法」等を包含する基本法として、こど

も基本法が施行されました。こども基本法は、日本国憲法、児童の権利に関する条約（以

下「子どもの権利条約」という。）の精神にのっとり、次代の社会を担う全ての子どもが、

生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長すること

ができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来

にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指すものです。また、同じく令

和５年４月に、「こども家庭庁」が発足し、令和５年12月には、こども基本法の理念に基づ

き、こども政策を総合的に推進するための政府全体のこども施策の基本的な方針等を定め

る「こども大綱」が閣議決定され、「こどもまんなか社会」の実現に向けて、子どもや若者、

子育て当事者の幸福追求において非常に重要であるとされています。 

東金市においても、核家族化をはじめ、子育てを行う環境が大きく変化してきている中

で、子どもを産み育てやすい環境の整備とともに、子どもの成長に応じ、様々なステージ

における子育て支援を充実させることで、次代の社会を担う、子どもの健全な育成を図る

とともに、賑わいのある活力に満ちたまちづくりを進めてきています。 

本計画は、これらの社会情勢や国の動向、本市の子ども・子育てに関する現状を踏まえ、

「第２期東金市子ども・子育て支援事業計画」の計画期間が終了することに伴い、子ども・

子育て支援法、次世代育成支援対策推進法に基づいた「第３期東金市子ども・子育て支援

事業計画」を策定するものです。 

 

 

２ 計画の期間 

本計画は、令和７年度から令和11年度までの５年間を計画期間とします。 

なお、社会・経済情勢の変化や、さまざまな状況の変化に合わせ、必要に応じて見直し

を行います。  
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３ 計画の位置づけ 

本計画は、東金市の子ども・子育て支援に関する総合的な計画で、子ども・子育て支援

法第61条第１項に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」、次世代育成支援対策推進

法第８条に基づく「市町村行動計画」を一体的に策定するものです。 

また、本計画は、市政の最上位計画である「東金市第４次総合計画」の部門計画として

策定され、東金市地域福祉計画を上位計画とします。策定に当たっては、国・千葉県が策

定した関連の計画や、市の各種計画等との整合・連携を図っています。 
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４ 計画の基本理念（案） 

 

 

 

 

 

 

本計画の基本理念を『子どもたちの今と未来を創り、子どもが心身共に健やかに成長で

きるまち とうがね』とし、未来を担う子どもが健やかに産まれ、元気に成長でき、全て

の子育て家庭が子育てに伴う喜びを実感できるよう、妊娠期から子育て期まで切れ目のな

い子育て支援体制の一層の充実に努めるとともに、安心して出産、子育てのできる環境の

更なる整備を推進します。 

また、複雑化し、多様化する保護者のニーズに対応し得る充実した幼児教育・保育の環

境を整備します。 

 

  

 
子どもたちの今と未来を創り、 

子どもが心身共に健やかに成長できるまち とうがね 
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第２章  東金市の子ども・子育てを取り巻く環境 

 

 

 

１ 人口や子どものいる世帯の推移等 

（１）人口の推移 

東金市の人口は、ここ５年間一貫して減少し、令和６年には56,578人となっています。年齢

階層別にみると、０～14歳人口はこの５年間で10.2％減少し、この前の５年間（平成27～31年）

の減少率（9.5％）を上回るペースで減少しています。生産年齢人口にあたる15～64歳人口も減

少傾向で推移し、同様に比較すると平成27～31年の減少率7.2％に対し、この５年間の減少率は

5.0％となっています。一方、65歳以上人口は5.9％増加し、人口構成比で見ても32.3％となっ

ています。 

 

●人口の推移（各年４月１日現在）● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：％ 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

65 歳以上 29.8 30.6 31.3 31.6 32.3 

15～64 歳 59.5 58.9 58.4 58.4 57.9 

０～14 歳 10.7 10.5 10.3 10.0 9.8 

資料：千葉県年齢別・町丁字別人口 

  

6,199 6,053 5,874 5,696 5,564 

34,478 33,816 33,271 33,210 32,756 

17,246 17,582 17,818 17,962 18,258 

2.17 2.14 2.11 2.07 2.04 

0.0

0.6

1.2

1.8

2.4

0

20,000

40,000

60,000

80,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人／世帯）（人）

０～14歳 15～64歳 65歳以上 世帯当たり人数
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●母の年齢（５歳階級）別にみた出生数（全国）● 

単位：人 

※総数には母の年齢不詳を含む。 

資料：厚生労働省令和５年人口動態統計月報年計（概数）の概況 

 

なお、政府統計により全国の母の出産年齢を見ると、25～39歳の女性が全体の約 85.3％を

占めています。 

 

  

母の年齢 
出生数 

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

総数 840,835 811,622 770,759 727,277 840,835 

19 歳以下 6,948 5,542 4,558 4,352 6,948 

20～24 歳 66,751 59,896 52,850 47,192 66,751 

25～29 歳 217,804 210,433 202,505 189,337 217,804 

30～34 歳 303,436 292,439 279,517 265,107 303,436 

35～39 歳 196,321 193,177 183,327 173,519 196,321 

40～44 歳 47,899 48,517 46,338 46,019 47,899 

45 歳以上 1,676 1,617 1,658 1,745 1,676 

25～39 歳の割合

（％） 
85.3 85.8 86.3 86.3 85.3 
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（２）年少人口の推移と出生数 

０～14歳の年少人口は、（１）で見たとおり令和２年の 6,199人から令和６年の 5,564人と

５年間で 635人・10.2％減少しています。５歳階級別の内訳をみると、０～４歳の人口が５

年間で 257人・15.1％の減、５～９歳は 290人・13.3％の減、10～14歳は 88人・3.8％の減

となっています。 

年少人口の減少に直接的な影響を与える出生数の状況を見ると、令和５年度は 244人とな

っており、前年度より２人減少しています。令和元年度の 293人と比較すると、49人減少し

ています。 

 

●年齢区分別年少人口（各年４月１日現在）● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：千葉県年齢別・町丁字別人口 

 

 

●出生数（各年度累計）● 

単位：人 

 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

合計 293 308 284 246 244 

資料：千葉県毎月常住人口調査月報（各年度累計） 

  

1,703 1,628 1,571 1,480 1,446 

2,185 2,116 2,036 1,980 1,895 

2,311 2,309 2,267 2,236 2,223 

6,199 6,053 5,874 5,696 5,564 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人）

０～４歳 ５～９歳 10～14歳
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（３）年少人口の推計 

第３期東金市子ども・子育て支援事業計画の計画期間内における０～14歳の年少人口の推

計については、令和６年時点の 5,564人から令和 11年時点では 4,736人となり、828人減少

するという見込みを立てています。５歳階級別の内訳をみると、０～４歳の人口が５年間で

132人の減、５～９歳は 393人の減、10～14歳は 303人の減となっています。 

 

 

●計画期間の０～14 歳の推計人口● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：庁内資料 

 

 

●０～５歳の推計人口の内訳● 

単位：人 

 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 
０～５歳 

合計 

推
計 

令和７年 260 252 272 306 313 322 1,725 

令和８年 255 271 252 274 310 315 1,677 

令和９年 253 266 272 254 277 312 1,634 

令和 10 年 247 264 267 274 256 279 1,587 

令和 11 年 245 258 265 269 277 258 1,572 

資料：庁内資料 

 
  

1,446 1,403 1,362 1,322 1,308 1,314 

1,895 1,777 1,699 1,657 1,561 1,502 

2,223 2,217 2,166 2,097 2,019 1,920 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

令和６年

(実績)

令和７年 令和８年 令和９年 令和10年 令和11年

（人）

０～４歳 ５～９歳 10～14歳
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（４）年齢別未婚率の推移 

東金市の年齢別未婚率の推移をみると、平成27年と比較し、令和２年で15～19、25～49

歳の未婚率が高くなっています。 

 

●年齢別未婚率の推移● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

 

（５）女性の年齢別就業率の推移 

東金市の女性の年齢別就業率は、全体的に就業率が高くなっています。 

 

●女性の年齢別就業率の推移● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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（６）女性の年齢別就業率（令和２年 国・県比較） 

東金市の女性の年齢別就業率を国、県と比較すると、20歳代、30～34歳で国、県より低

い値となっています。 

 

●女性の年齢別就業率（令和２年 国・県比較）● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

（７）女性の年齢別就業率（令和２年 有配偶・未婚比較） 

東金市の女性の有配偶・未婚別就業率をみると、20～49歳の有配偶者と比較し、未婚者

の就業率が高くなっています。 

 

●女性の年齢別就業率（令和２年 有配偶・未婚比較）● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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2.614.2

59.7

68.9
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68.0
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38.5
24.8

13.3
7.0

2.6

0.0

20.0
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60.0

80.0

（％）

東金市 千葉県 全 国

50.0

40.3
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55.5
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２ 東金市子ども・子育て支援に関するニーズ調査の結果概要 

（１）調査の概要 

① 調査の目的 

この調査は、本計画で確保を図るべき、「教育・保育・子育て支援」の「量の見込み」に

ついて、子育て家庭等の利用意向等を踏まえて算出するために、市民の皆さんの「教育・

保育・子育て支援」に関する「現在の利用状況」や「今後の利用希望」を把握することを

目的として実施しました。 

 

② 調査対象 

調査の種類 対象者 対象者数 

就学前児童保護者調査 

平成29年４月２日から令和５年11月１日までの

間に生まれたお子さんのいる全世帯 

※ただし兄弟姉妹がいる場合には、その末子につ

いてのみを回答 

1,530人 

小学生保護者調査 
住民基本台帳における小学１年生から３年生ま

でのお子さんのいる全世帯から無作為に抽出 
600人 

市民調査 
令和５年11月１日現在、市内に在住する22歳から

34歳までの市民から無作為に抽出 
1,000人 

 

③ 調査期間及び調査方法 

調査期間 調査方法 

令和５年 

11月28日～12月26日 

郵送配布、郵送回収 

※ただし市立幼稚園・保育所在籍児童の保護者については、各

施設を通じて配布・回収（郵送回収も可） 

 

④ 回収結果 

調査対象者 対象者数（人） 有効回収数（人） 有効回収率（％） 

就学前児童保護者調査 1,530 727 47.5 

小学生保護者調査 600 270 45.0 

市民調査 1,000 161 16.1 

 

 

  



     

 
11 

 

（２）調査結果 

① みてもらえる親族・知人 

就学前児童保護者調査では、「緊急時や用事の際は親族にみてもらえる」が59.0％で最も

高く、次いで「日常的に親族にみてもらえる」が31.8％などとなっています。 

小学生保護者調査では、「緊急時や用事の際は親族にみてもらえる」が53.0％で最も高く、

次いで「日常的に親族にみてもらえる」が33.7％、「いずれもいない」が17.0％などとなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

31.8%

59.0%

1.4%

8.1%

13.5%

0.8%

0% 50% 100%

日常的に親族にみてもらえる

緊急時や用事の際は親族にみてもらえる

日常的に友人・知人にみてもらえる

緊急時や用事の際に友人・知人にみてもらえる

いずれもいない

無回答 ｎ＝727 

【就学前児童保護者調査】 【小学生保護者調査】 

33.7%

53.0%

1.9%

12.6%

17.0%

0.0%

0.0% 50.0% 100.0%

ｎ＝270 
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② 気軽にできる相談先 

就学前児童保護者調査では、「祖父母などの親族」が81.0％で最も高く、次いで「友人や

知人」が63.0％であり、身近な人への相談の割合が高くなっています。 

他の選択肢では、「幼稚園・保育所・認定こども園の職員」が33.3％、「インターネット・

ＳＮＳ」が8.7％、「近所の人」が7.6％、「ふれあいセンター（保健福祉センター）」が7.2％

などとなっています。 

「相談できる人（場所）がいない（ない）」との回答も2.2％みられます。 

小学生保護者調査では、「祖父母などの親族」が68.5％、「友人や知人」が65.2％であり、

この２項目が６割を超え、身近にいる人への相談が多いことがうかがえます。これに次ぐ

「小学校の教職員」が21.9％と比較的高いほかは、いずれも１割未満となっています。 

「相談できる人（場所）がいない（ない）」との回答も、5.2％みられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

81.0%

63.0%

7.6%

3.4%

0.7%

7.2%

33.3%

0.0%

0.6%

8.7%

3.3%

2.2%

2.8%

0.6%

0% 50% 100%

祖父母などの親族

友人や知人

近所の人

児童館

子育てサークルやＮＰＯ

ふれあいセンター（保健福祉センター）

幼稚園・保育所・認定こども園／小学校の職員

民生委員・児童委員

市役所の相談窓口（家庭児童相談室など）

インターネット・ＳＮＳ

その他

相談できる人（場所）がいない（ない）

特に相談する必要がない

無回答
ｎ＝727 

●●● 

68.5%

65.2%

6.7%

0.4%

1.1%

0.7%

21.9%

0.0%

0.4%

5.6%

4.4%

5.2%

5.6%

0.0%

0% 50% 100%

【就学前児童保護者調査】 【小学生保護者調査】 

ｎ＝270 
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③ 母親の就労状況 

就学前児童保護者調査では、「現在フルタイムで就労している」が 28.6％で最も高く、

僅差で「現在パート・アルバイトなどで就労している」が 28.2％、次いで「以前は就労し

ていたが、現在は就労していない」が 22.6％となっています。 

「現在フルタイムで就労している」、「現在フルタイムの就労先に在籍しているが、産休・

育休・介護休業中である」、「現在パート・アルバイトなどで就労している」、「現在パート・

アルバイトなどの就労先に在籍しているが、産休・育休・介護休業中である」を合わせた

『就労の状態にある』方は、全体の 73.6％となっています。 

小学生保護者調査では、「現在パート・アルバイトなどで就労している」が 43.7％で最

も高く、次いで「現在フルタイムで就労している」が 33.7％、「以前は就労していたが、現

在は就労していない」が 16.7％となっています。 

「現在パート・アルバイトなどの就労先に在籍しているが、産休・育休・介護休業中で

ある」の回答者は見られません。 

「現在フルタイムで就労している」と「現在パート・アルバイトなどで就労している」

を合わせた『就労中』である方は、全体の 77.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

33.7%

1.5%

43.7%

0.0%

16.7%

1.9%

2.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

28.6%

13.1%

28.2%

3.7%

22.6%

1.2%

2.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

現在フルタイムで就労している

現在フルタイムの就労先に在籍しているが、

産休・育休・介護休業中である

現在パート・アルバイトなどで就労している

現在パート・アルバイトなどの就労先に在籍して

いるが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答
ｎ＝727 

●●● 

【就学前児童保護者調査】 【小学生保護者調査】 

ｎ＝270 

●●● 
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④ 年齢別、母親の就労別の利用状況 

就学前児童保護者調査では、利用状況を年齢別に見たところ、３歳以上では「幼稚園」

が 41.8％、「認可保育所」が 26.5％、「認定こども園」が 25.4％など、施設利用率が高い

ことから、「利用していない」との回答の割合が低くなっています。  

母親の就労別では、フルタイムで『就労中』では「認可保育所」が 48.1％、パート等で

『就労中』では「幼稚園」が 30.2％と、それぞれ全体よりも高くなっています。産休・育

休中と現在は就労せずでは、「利用していない」が全体よりも高くなっています。 

単位：％ 

 

回
答
者
数
（
ｎ
） 

幼
稚
園 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

認
可
保
育
所 

認
定
こ
ど
も
園 

小
規
模
保
育
事
業 

家
庭
的
保
育 

事
業
所
内
保
育
施
設 

居
宅
訪
問
型
保
育 

そ
の
他
の
認
可
外
の
保
育
施
設 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー 

そ
の
他 

利
用
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全体 727 17.5 5.9 20.1 16.6 3.7 0.7 3.6 0.1 2.5 0.4 2.9 32.6 2.2 

年
齢 

０歳 207 1.0 0.0 4.8 3.4 1.0 0.5 2.4 0.5 2.9 0.0 0.5 79.7 3.4 

１～２歳 225 1.3 0.9 26.2 17.8 9.8 1.3 6.7 0.0 2.7 0.4 3.6 30.2 1.8 

３歳以上 287 41.8 13.9 26.5 25.4 0.7 0.3 1.7 0.0 2.1 0.7 4.2 1.4 0.7 

母
親
の
就
労 

フルタイムで

『就労中』 
208 4.8 2.9 48.1 26.9 4.3 1.0 7.2 0.0 3.4 0.5 1.9 3.4 1.0 

パート等で 

『就労中』 
205 30.2 14.6 17.1 24.9 6.8 0.5 3.9 0.5 4.9 1.0 4.4 12.2 0.5 

産休・育休等中 122 3.3 0.0 3.3 4.1 1.6 1.6 1.6 0.0 0.0 0.0 1.6 82.8 0.8 

現在は就労せず 173 27.7 3.5 1.2 4.6 0.6 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 3.5 56.6 5.2 

 

  



     

 
15 

 

⑤ 将来子どもを持ちたいか 

市民調査では、将来子どもを持ちたいかについては、「持ちたいと思う」が 51.3％、「持

ちたいと思わない」が 15.6％、「すでに、子どもを持つ具体的な予定がある」が 1.3％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.3%

51.3%

15.6%

26.6%

5.2%

0% 50% 100%

すでに、子どもを持つ具体的な予定がある

持ちたいと思う

持ちたいと思わない

わからない

無回答 ｎ＝154 

【市民調査】 
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第３章    教育・保育・地域の子育て支援について 
 

 

１ 子ども・子育て支援サービスの全体像 

現在の子育て支援関係のサービスの体系的な全体像を以下に示します。東金市ではこれ

らの事業を組み合わせながら、子育て支援策を展開しています。 

 

根
拠
法
等 

給
付
区
分 

事業名 

成長過程の関連性 

妊
婦 

誕
生
期 

乳
児
期 

幼
児
期 

小
学
校
低
学
年 

小
学
校
高
学
年 

中
学
生 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法 

子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育
給
付 

施
設
型
給
付 

１．幼稚園    ●    

２．認可保育所   ● ●    

３．認定こども園   ● ●    

地
域
型
保
育
給
付 

４．小規模保育   ●     

５．家庭的保育   ●     

６．居宅訪問型保育   ●     

７．事業所内保育   ●     

※ １．子ども誰でも通園制度   ●     

地
域
子
ど
も
子
育
て
支
援
事
業 

１．利用者支援事業 ● ● ● ● ● ● ● 

２．時間外保育事業(延長保育事業)   ● ●    

３．実費徴収に係る補足給付を行う事業   ● ●    

４．多様な事業者の参入促進・能力活用事業   ● ●    

５．学童クラブ(放課後児童健全育成事業)     ● ●  

６．子育て短期支援事業   ● ● ● ● ● 

７．乳児家庭全戸訪問事業  ● ●     

８．養育支援訪問事業等 ● ● ● ● ● ● ● 

９．地域子育て支援拠点事業   ● ●    

10．一時預かり事業   ● ●    

11．病児（病後児）保育事業   ● ● ●   

12．ファミリー・サポート・センター事業   ● ● ● ●  

13．妊婦健診 ●       

14．産後ケア事業  ● ●     

※乳児等のための支援給付  
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２ 教育・保育提供区域の設定 

子ども・子育て新制度においては、実施主体の教育・保育サービスの提供体制を確保す

るため、教育・保育提供区域の設定が必要となっています。（子ども・子育て支援法第61条

第２項） 

東金市では、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、現在の教育・保育の利

用状況、教育・保育を提供するための施設の整備の状況等を総合的に勘案し、第１期及び

第２期計画と同じく、市内全域を１区域と設定します。 

 

 

３ 教育・保育の量の見込み及び提供体制の確保内容・実施時期 

（１）各年度における教育・保育の量の見込み 

教育・保育施設の現在の利用状況及びニーズ調査から得られた利用希望、計画期間の児

童推計数等により、教育・保育施設の利用定員等の見込み量と確保の内容を示します。 

 

認定区分について 

教育・保育施設等を利用するためには、東金市から教育・保育給付認定を受ける必要が

あります。教育・保育給付認定は子どもの年齢と「保育の必要性」の有無によって３つに

区分され、区分に応じて利用できる施設や事業が異なります。 

 

■１号認定･･･（幼稚園・認定こども園の利用） 

満３歳以上の、保育の必要性のない就学前の子ども。保育の必要性がありで、幼稚

園の利用希望が強いものを含む。 

■２号認定･･･（認可保育所・認定こども園の利用） 

満３歳以上の保育の必要性のある就学前の子ども。 

■３号認定･･･（主に認可保育所・認定こども園・小規模保育の利用） 

満３歳未満の保育の必要性のある子ども。 
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【量の見込みと確保の内容】 

年度 年齢 認定区分 
① 

量の見込み 

② 

確保の内容 

需給体制 

(②－①) 

令和６年度 

（実績値） 

３～５歳 
１号認定 438 890 452 

２号認定 442 589 147 

０～２歳 ３号認定 

０歳 85 67 △18 

１歳 128 157 29 

２歳 142 184 42 

合 計 355 408 53 

令和７年度 

３～５歳 
１号認定 324 890 566 

２号認定 533 589 56 

０～２歳 ３号認定 

０歳 90 67 △23 

１歳 115 157 42 

２歳 135 184 49 

合 計 340 408 68 

令和８年度 

３～５歳 
１号認定 301 890 589 

２号認定 518 589 71 

０～２歳 ３号認定 

０歳 90 67 △23 

１歳 127 157 30 

２歳 128 184 56 

合 計 345 408 63 

令和９年度 

３～５歳 
１号認定 274 890 446 

２号認定 494 589 95 

０～２歳 ３号認定 

０歳 91 67 △24 

１歳 127 157 30 

２歳 141 184 43 

合 計 359 408 49 

令和 10 年度 

３～５歳 
１号認定 255 890 465 

２号認定 482 589 107 

０～２歳 ３号認定 

０歳 90 67 △23 

１歳 129 157 28 

２歳 142 184 42 

合 計 361 408 47 

令和 11 年度 

３～５歳 
１号認定 245 890 475 

２号認定 487 589 102 

０～２歳 ３号認定 

０歳 90 67 △23 

１歳 130 157 27 

２歳 144 184 40 

合 計 364 408 44 
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（２）教育・保育サービス提供体制の確保 

全国的な課題である少子化の影響は東金市においても同様であり、子どもの数について

は減少傾向にあるものの、保育ニーズの動向は高まる傾向が続いています。 

一方、そのような状況下において、保育ニーズの受け皿の確保といった需給体制の整備

等を目的とした就学前児童施設の再編方針の推進により、令和６年４年時点における待機

児童数は0人といった状況です。 

令和５年度に実施したニーズ調査において、母親の就労状況といった観点では、フルタ

イムで就労する母親の増加がみられ、パートタイムを含めた就労状況については、率にし

て73.6％で前回調査よりも12.1ポイントの増加から、子どもの数が減少している状況にお

いても保育ニーズについては今後も高まることが想定されます。 

「量の見込みと確保の内容」では、1歳から5歳児までの供給体制の確保がされています

が、0歳児については、量の見込みを認定数としているため（育児休業といった事由による

認定取得を含む）、確保を満たしていない数値となっていますが、実際の利用状況では定員

に達していないため、一定の確保はできていると分析しています。 

また、保育士不足といった全国的な課題に加え、配慮が必要な子どもに対応する体制を

確保する必要がある等の理由により、定員どおりの人数を受け入れることができない現状

もあります。 

これまで以上に保育士の確保に尽力することで、提供体制の確保を図っていきます。 
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４ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び提供体制

の確保の内容 

 

（１）利用者支援事業        （所管課：子育て支援課・健康増進課） 

【事業概要】 

子ども及び保護者等、又は妊娠している方が、教育・保育施設や、地域子ども・子

育て支援事業等を円滑に利用できるように、情報提供及び必要に応じて相談、助言等

の援助を行う事業です。 

 

【量の見込み】                       （単位：箇所） 

設置数 
令和５年度 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 
実績 

基本型 1 1 1 1 1 1 

こども家庭 

センター型 

1 

（※） 
1 1 1 1 1 

設置数計 2 2 2 2 2 2 

    ※令和５年度までは母子保健型として実施 

 

【今後の展開方針】 

母子保健機能と児童福祉機能を一体的に運営する「こども家庭センター」について

は、令和６年４月の児童福祉法の改正により自治体に設置が求められており、本市に

おいても、早期設置に取り組み、妊娠期から子育て期までの家庭に対し、さらなる切

れ目ない支援を実施していきます。 

個別には、基本型については、子育て支援コーディネーターを配置し、子育て世帯

の目線に立って、内容に応じた各種支援や相談を行う担当部署や専門機関を紹介して

おり、利用希望者と支援先をつなぐ役割を担っていきます。 

こども家庭センター型については、現状では母子保健機能について、専門職による

妊娠届出時の全数面接を実施し、また、1歳未満の転入児の状況確認を全数実施するこ

とができています。妊娠・出産・子育てに関する必要な情報を随時提供し、電話・面

接・訪問により相談に応じ、個別のニーズに応じた適切なサービスを利用できるよう

伴走型相談支援を行っていきます。 
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（２）時間外保育事業（延長保育事業）       （所管課：こども課） 

【事業概要】 

保育の必要性の認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間帯以外の

日及び時間により、認定こども園、保育所等において保育を実施する事業です。 

 

【量の見込み】                        （単位：人） 

１日当たり 

利用人数 

令和５年度 
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

実績 

量の見込み 114 161 157 153 148 147 

確保の内容 392 428 428 428 428 428 

 

【今後の展開方針】 

東金市内すべての市立・私立保育施設において実施しています。 

保護者の労働時間の延長に伴い、保育施設の利用時間が長くなっていることに加え、

土曜日保育の時間延長のニーズがあるため、市内施設では引き続き時間外保育担当の

保育士の確保等による提供体制の充実を図り、今後の事業展開の検討については、私

立施設と連携を図りながら本事業を継続していきます。 

 

 

（３）実費徴収に係る補足給付を行う事業      （所管課：こども課） 

【事業概要】 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支

払うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行

事への参加に要する費用、また、新制度未移行幼稚園に通う子どもの副食費を助成す

る事業です。 

 

【量の見込み】                       （単位：人） 

年間 

延べ人数 

令和５年度 
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

実績 

量の見込み 22 55 55 55 55 55 

 

【今後の展開方針】 

新制度未移行幼稚園に通う低所得者世帯の副食費の補足給付を実施しています。 

低所得者世帯の子どもが新制度未移行幼稚園に通う場合でも、認可保育施設に通う

子どもと同様の支援を引き続き実施していきます。 
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（４）多様な事業者の参入促進・能力活用事業    （所管課：こども課） 

【事業概要】 

教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業への多様な事業者の新規参入の支援

等を行うことで、教育・保育等の提供体制の確保を図るため、障害児保育事業の対象

とならない特別な支援が必要な子どもを受け入れる私立認定こども園に対して、職員

の加配に必要な費用の一部を助成する事業です。 

 

【今後の展開方針】 

民間保育所や小規模保育事業への参入等の相談について、施設運営等に関する助言

や各種手続きに関する支援等を行う体制を確保し、支援を行います。また、特別な支

援が必要な子どもを受け入れる私立認定こども園に対する助成を行います。 

 

 

 

（５）学童クラブ（放課後児童健全育成事業）    （所管課：学校教育課） 

【事業概要】 

小学校に就学している児童で保護者が就労等により昼間在宅していない者に対し、

授業の終了後に小学校の余裕教室等を利用して適切な遊びや生活の場を提供し、その

健全な育成を図る事業です。 

 

【量の見込み】                        （単位：人） 

利用実人数 
令和５年度 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 
実績 

量
の
見
込
み 

低学年 343 327 317 299 297 284 

高学年 104 118 113 107 99 96 

合計 447 445 430 406 396 380 

確保の内容 588 588 588 588 588 588 

 

【今後の展開方針】 

東金市内13か所で小学６年生までを対象に学童クラブを開設し、学童クラブの支援

員及び補助員と連携して学童クラブの円滑な運営に努め、保護者が昼間在宅していな

い児童の健全育成を図っています。 

利用児童数は学区により増減が異なるため、増加傾向にある学童クラブについては、

受け入れ態勢の確保を推進し、児童の減少が予測される学童クラブは人数に応じた効

果的な運営を検討していきます。 
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（６）子育て短期支援事業           （所管課：子育て支援課） 

【事業概要】 

保護者の疾病や仕事等の事由により児童の養育が一時的に困難となった場合や、配

偶者等の暴力により緊急に一時保護される場合に、児童等を児童養護施設等で一時的

に保護する短期入所生活支援（ショートステイ）事業と、保護者が仕事等の理由によ

り平日の夜間又は休日に不在となり児童の養育が困難となった場合等に、児童を児童

養護施設等で保護する夜間養護等（トワイライトステイ）事業です。 

 

【今後の展開方針】 

緊急的な対応が必要となる場合は、県女性サポートセンターや児童相談所等の関係

機関と連携して必要な支援が受けられるよう対応しています。 

また、今後も、関係機関と連携し、児童等に対する必要な支援を行います。 

 

 

 

（７）乳児家庭全戸訪問事業           （所管課：健康増進課） 

【事業概要】 

保健師等が、生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育てに関する情

報提供や養育環境等の把握をする事業です。 

 

【量の見込み】                        （単位：人） 

訪問数 
令和５年度 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 
実績 

量の見込み 260 260 255 253 247 245 

 

【今後の展開方針】 

東金市では、乳児家庭を全戸訪問することが可能な体制が整っており、今後も引き

続き体制の維持に努めるとともに、特に支援が必要な家庭の早期発見、対応に努めま

す。 
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（８）養育支援訪問事業その他要支援児童、要保護児童等の支援に 

資する事業               （所管課：子育て支援課） 

【事業概要】 

様々な支援・見守りが必要な家庭を訪問し、養育に関する指導・助言等を行うこと

により、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。 

 

【量の見込み】                       （単位：人） 

利用人数 
令和５年度 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 
実績 

量の見込み 48 48 48 48 48 48 

 

【今後の展開方針】 

養育支援訪問事業は、主に要保護児童を有する世帯の中から、養育支援が特に必要

と東金市が判断した家庭を対象として事業を実施し、養育に関する適切な助言、指導

を行っています。今後も関係機関と連携し、引き続き対応を進めます。 

また、要支援児童や要保護児童等については、要保護児童対策地域協議会において

関係機関などと情報を共有し、適切に連携していきます。 
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（９）地域子育て支援拠点事業      （所管課：子育て支援課・こども課） 

【事業概要】 

乳幼児とその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情

報の提供、助言等の援助を行う事業です。 

 

【量の見込み】                        （単位：人） 

年間延べ 

利用人数 

令和５年度 
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

実績 

量の見込み 9,114 11,257 12,337 13,729 14,669 15,632 

確保の内容 15,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 

 

【今後の展開方針】 

子育て世帯では核家族化が進み、周囲に頼れずに孤立し、子育て等に不安を抱えて

いる等の相談が増加しています。 

本事業は、東金市児童館のほか私立認定こども園でも実施しており、ユニヴァーサ

ル雙葉学園に加え、令和６年度からは幼保連携型認定こども園ときがね幼稚園及び東

金国際こども園でもスタートしています。引き続き、事業の周知を図り保護者のコミ

ュニティとなる本事業を継続していきます。 
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（10）一時預かり事業               （所管課：こども課） 

【事業概要】 

家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を、主として昼間に、教育・

保育施設等において、一時的に預かり必要な保護をする事業です。 

施設に在籍していない子どもを対象とする一般型、幼稚園等に在籍する子どもを教

育時間の前後や長期休業期間にその施設で預かる幼稚園型、利用児童数が定員に満た

ない場合にその範囲内で子どもを預かる余裕活用型があります。 

 

【量の見込み】                        （単位：人） 

年間延べ 

利用人数 

令和５年度 
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

実績 

量
の
見
込
み 

一般型 576 714 694 676 657 650 

幼稚園型 19,930 18,944 18,098 16,971 16,286 16,186 

余裕活用型 663 440 428 417 405 401 

合 計 21,169 20,098 19,220 18,064 17,348 17,237 

確
保
の
内
容 

一般型 2,160 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680 

幼稚園型 41,300 39,900 39,900 37,400 37,400 37,400 

余裕活用型 500 500 500 500 500 500 

合 計 43,960 45,080 45,080 42,580 42,580 42,580 

 

【今後の展開方針】 

「幼稚園型」については、市立幼稚園、市立認定こども園、私立認定こども園で実

施しています。市立幼稚園では一部の園で３歳児の預かり保育が未実施となっている

ため、保護者のニーズを見ながら実施園の拡大について検討していきます。 

「一般型」と「余裕活用型」については、私立保育所、私立認定こども園、小規模

保育事業で実施しており、施設数の増加により保護者の選択肢が増えています。ニー

ズ調査においても要望の多い事業であるため、引き続き私立施設と連携を図りながら

本事業を継続していきます。 
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（11）病児（病後児）保育事業           （所管課：こども課） 

【事業概要】 

病院・保育施設等に付設された専用スペース等において、病児又は病後児を看護師

等が一時的に保育等をする事業です。 

 

【量の見込み】                        （単位：人） 

年間延べ 

利用人数 

令和５年度 
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

実績 

量の見込み 125 70 68 66 64 62 

確保の内容 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 

 

【今後の展開方針】 

病後児保育施設「チョコ丸」にて病後児に対する保育を実施しており、利用児童に

ついては、今後も一定数の利用が見込まれるため、引き続き事業を実施していきます。 

 

 

 

（12）ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業） 

                       （所管課：子育て支援課） 

【事業概要】 

乳幼児や小学生等の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希

望する方と、当該援助を提供することを希望する方との相互援助活動に関する連絡、

調整を行う事業です。 

 

【量の見込み】                        （単位：件） 

年間延べ 

活動件数 

令和５年度 
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

実績 

量の見込み 508 500 500 500 500 500 

確保の内容 640 640 640 640 640 640 

 

【今後の展開方針】 

ファミリー・サポート・センター事業について、東金市における供給量の充足のた

め、今後も当該事業の周知を図り、提供体制の維持に努めます。 
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（13）妊婦健診                 （所管課：健康増進課） 

【事業概要】 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、１．健康状

態の把握、２．検査計測、３．保健指導を実施するとともに、必要に応じた医学的検

査を医療機関に委託し、実施する事業です。 

 

【量の見込み】                        （単位：人） 

年間延べ 

利用人数 

令和５年度 
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

実績 

量の見込み 2,990 3,227 3,165 3,141 3,066 3,041 

 

【今後の展開方針】 

母子健康手帳交付時に妊婦健診受診票を14回分交付し、全ての妊婦が妊婦健診を受

けることができる体制は整っています。 

また、多胎妊婦には、追加で助成を受けることができる受診票５回分を交付してい

ます。 

東金市においては、全ての妊婦が妊婦健診を受けることができる体制が整っている

ため、今後も引き続き体制の維持に努めます。 

 

 

（14）産後ケア事業（新規事業）         （所管課：健康増進課） 

【事業概要】 

産後１年未満の母子に対して心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を実

施する事業です。 

 

【量の見込み】                        （単位：人） 

利用人数 
令和５年度 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 
実績 

量の見込み 30 60 59 59 57 57 

 

【今後の展開方針】 

宿泊型、訪問型、デイサービス型と全ての類型の産後ケアを利用できる体制が整っ

ています。 

また、産後ケア利用料の個人負担金の助成や委託施設外で産後ケアを利用した場合

の利用料の助成を実施しており、産後ケアを必要とする母子が安心して利用できるよ

う、今後も引き続き体制の維持に努めます。 

  

作成中 
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５ 教育・保育の一体的提供及び推進に関する体制の確保の内容 

 

（１）認定こども園の普及に係る基本的な考え方 

東金市では、幼保再編の方針として平成30年度末に策定した「東金市就学前児童施

設の今後のあり方について」において、待機児童の解消や施設の老朽化等の課題解決

の方策として、「市立幼稚園・保育所の認定こども園への転換」と「市立施設の民間移

行」を掲げています。 

認定こども園が幼稚園及び保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労状況及びその変

化等によらず柔軟に子どもを受け入れられる施設であることを踏まえ、令和６年度ま

でに３つの市立施設を認定こども園に転換するとともに、市立施設の民間移行等によ

る市内の私立認定こども園の新設も進めてきました。 

就学前児童の数の減少傾向や、幼稚園ニーズの大幅な減少、保育ニーズの増加及び

特別な支援を要する子どもへの支援など、今後の社会ニーズの動向を的確に把握し、

最適な現有施設の配置を見据えながら、幼保連携型認定こども園への転換など、必要

に応じた更なる幼保再編に努めます。 

 

（２）質 の 高 い 教 育 ・ 保 育 提 供 の 必 要 性 に 係 る 基 本 的 考 え 方 と そ の 推 進 方 策 

こどもがまんなかの社会の実現に向けて、子どもの最善の利益を第一に考え、就学

前の子どもに関する質の高い教育・保育の総合的な提供を推進していきます。 

東金市では、就学前の子どもが市立幼稚園・保育所・認定こども園のどの施設に通

っていても同じ内容の教育・保育を受け、小学校へのスムーズな接続が図れるよう、

平成２９年３月に「東金市立幼稚園・保育所・認定こども園共通カリキュラム」を策

定し、教育・保育目標として「『心豊かにたくましく、未来を生きる力』を育む」を掲

げています。平成３１年３月に事例集、令和４年３月にアプローチカリキュラムを追

加する改定を行い、保育教諭等がカリキュラムへの理解を深めるための継続的な研修

会も実施しています。 

また、以下の取組を通じて、更なる教育・保育の質の確保及び向上を図ります。 

①幼保小職員合同研修会、相互交流事業、連携会議等の取組を推進し、幼稚園・保

育所及び認定こども園と小学校の更なる連携に努めます。 

②幼稚園教諭・保育士及び保育教諭の市立・私立職員合同研修会の充実により、職

員の資質の一層の向上を図るとともに、園内研修を推進し、教育・保育の質の更

なる充実を図ります。 

③幼児教育・保育に関する専門的知識・技能に基づき助言その他の支援を行う者（幼

児教育担当指導主事）の配置に努めます。 

④千葉県の保育士処遇改善事業を活用して、私立保育所、私立認定こども園及び小

規模保育事業の保育士等の処遇改善を継続して行います。 

➄千葉県と協力しながら、教育・保育施設等に対する適切な指導監督、評価 を実

施します。 
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（３）教育・保育施設と地域型保育事業との連携の推進 

東金市における地域型保育事業については、小規模保育事業を中心に０～２歳児の

保育ニーズの受け皿が整備され、待機児童の解消に大きな役割を果たしています。今

後とも、地域における教育・保育施設及び地域型保育事業を行う者への情報提供や連

携を図ります。 

 

 

 

 

６ 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容 

令和元年１０月から始まった幼児教育・保育の無償化に伴い、幼稚園・認定こども

園の預かり保育や認可外保育施設の利用料に対する給付として「子育てのための施設

等利用給付制度」が創設されました。 

本制度の運用について東金市では、「子育てのための施設等利用給付」の給付申請に

際し、申請書の取りまとめ等にあたって各利用施設と連携することで保護者の利便性

を図るとともに、施設や保護者の錯誤による過誤請求や支払いを防止し、併せて保護

者への支払いとなる「償還払い」により、施設等利用給付の公正かつ適正な支給の確

保に取り組んでおります。 

今後も、利用者に対する当該制度の周知を行っていくほか、対象施設等に対し、必

要となる手続き等について、きめ細やかな支援を行っていきます。 

 

 

 

７ 子どもを中心とした「こども誰でも通園制度」の導入 

令和８年度から子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として「乳児等のための

支援給付」が創設され、満３歳未満で保育所等に通っていない子どもを月一定時間ま

で保育所等で預かりを行う「こども誰でも通園制度」が開始予定です。東金市では、

全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての

子育て家庭に対して多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化

するため、既存の教育・保育施設等を活用し、地域の子育て家庭への支援を一層進め

ていきます。 
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第４章    総合的な子ども・子育て支援施策の推進 
 

 

 

１ 安心して出産・子育てができる環境づくり 

出産や子育てに不安を持つ母親に対しての専門職による適切な助言や支援、健康診断な

どを行い、妊娠期から切れ目のない支援を実現することにより、安心して出産・子育てが

できる環境の整備を推進します。 

【主な施策】 

事業名 事業内容 担当課 引用元計画 

子育てガイドブ

ック「ひろば」

による情報提供 

子育てに関する行政の様々な情報などを１

冊にまとめて発信します。 
子育て支援課 地域福祉計画 

とうがね子育て

アプリ「ひろば」

による情報提供 

スマートフォンやタブレットでダウンロー

ドできるアプリを活用し、子育てに関する行

政の情報等を発信します。 

子育て支援課 地域福祉計画 

子育てスタート

支援事業 

子どもの誕生を祝い、健全な育成を支援する

ため、子どもを産み育てる世帯に対し支援金

を交付します。 

子育て支援課 総合計画 

母子包括支援事

業 

妊娠・出産期及びその後の子育て期を通して

切れ目のない支援体制を整備するため、マタ

ニティサロンや妊婦アンケート、産後ケア事

業、多胎家庭サロンを実施します。 

健康増進課 総合計画 

母子健康診査事

業 

医療機関委託の妊婦・乳児健康診査のほか、

集団で実施する幼児健康診査等を実施し、各

時期における疾病等の早期発見、保健師等の

専門職による個別相談を行い、保護者の育児

不安の軽減や虐待の早期発見に努めます。 

健康増進課 総合計画 

母子健康相談・

教育事業 

乳幼児の健康増進と保護者の育児不安の軽

減を図るため、専門職による各種相談・教室

事業を実施します。 

健康増進課 総合計画 

 

 

２ 就学前児童に対する教育・保育施設の環境整備 

保護者や地域のニーズに応じて適切な教育・保育施設の環境を整備していくことで、子

どもたちがのびのび育ち、安心して子育てできる環境を実現します。また、指導方法の研

修・研究を行うことで質の高い保育サービスを安定して供給できる体制を整えていきます。 

【主な施策】 

事業名 事業内容 担当課 引用元計画 

幼稚園一般管理

事業 

幼稚園教育要領等を踏まえ、幼児一人ひとり

の発達に応じたきめ細かな指導と教育環境

の充実を図るため、質の高い教育の実践に向

こども課 総合計画 
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けた幼稚園教員の研修の充実に努め、関係機

関と連携しながら一層の指導力向上を推進

します。 

幼稚園教育振興

事業 

充実した教育活動ができるよう各種教育環

境の整備を推進します。 
こども課 総合計画 

幼稚園保育補助

事業 

預かり保育について、幼稚園教育要領に規定

した内容及び保育の受け皿としての機能・市

民ニーズを踏まえながら充実を図ります。 

こども課 総合計画 

保育所・認定こ

ども園運営事業 

市立保育施設の運営に係る事務を行います。

保育士・保育教諭の人材確保や職員の働き甲

斐のある環境づくりを推進します。 

こども課 総合計画 

保育所・認定こ

ども園施設維持 

管理事業 

市立保育施設（保育所・認定こども園）の維

持管理を適切に行い、安全な保育環境づくり

をします。 

こども課 総合計画 

保育委託事業 

私立保育施設との協調など、多様化する保護

者のニーズに対応しうる充実した幼児教育・

保育の環境を整備します。 

こども課 総合計画 

公立幼稚園・保

育所の再編 

就学前児童数や教育・保育ニーズの動向を踏

まえ、市立と私立との役割分担も考慮しなが

ら、市民のニーズを充足しうる市立幼保施設

の再編を図ります。 

こども課 

学校教育課 
地域福祉計画 

 

 

３ 子育て世帯に対する様々な支援 

乳幼児期から高校生までの、子育て全般に関する情報提供の支援や医療費の助成、特定

の利用者に制限しない、広く一般的に必要とされる支援を推進していきます。 

また、子どもたちの抱える悩みや課題、学校生活の中で支援を要する子どもへの配慮な

ど、よりきめ細やかな対応と行き届いた教育を図ります。 

【主な施策】 

事業名 事業内容 担当課 引用元計画 

子育て世代包括

支援センター 

子育て支援コーディネーターや保健師が子

育て中のご家族からの様々な相談に対応し

ます。 

子育て支援課 

健康増進課 
地域福祉計画 

子ども医療費扶

助事業 

高校３年生相当年齢までの入院・通院・調剤

に対し、医療費の一部を助成します。 
子育て支援課 総合計画 

児童館運営事業 

児童館において、様々な事業を行い、子ども

の育ちや保護者同士の交流の場を提供し、子

育て家庭への支援を行います。 

子育て支援課 総合計画 

放課後児童健全

育成事業 

小学校の放課後等に家庭保育が難しい児童

に対し、適切な遊びや生活の場を提供し、監

護を行うことで児童の健全な育成を図りま

す。 

学校教育課 総合計画 

子どもと親の相

談員事業 

小中学校に相談員を配置し、子どもたちの人

間関係構築の援助、ストレスの軽減や介助を

行い保護者や関係機関との連携を図ります。 

学校教育課 総合計画 

特別支援教育支

援員事業 

小中学校に支援員を配置し、障がいのある児

童に対し、学校生活における日常生活の介助

や発達障害の児童に対し学習活動上の支援

をします。 

学校教育課 総合計画 
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教育資源等の活

用事業 

東金市の有する歴史・文化・スポーツなどの

様々な教育資源や地域人材を活用し、子ども

たちが、将来への夢や希望を育み、生き生き

と活用できる事業を展開します。 

学校教育課 総合計画 

 

 

４ 特別な支援を要する世帯に対する支援 

全国的に増加傾向といわれている児童虐待や家族関係に関する課題に対し、早期の対応

を可能にするため、関係機関との連携を強化します。 

また、子どもの最善の利益を考え、社会的自立ができるように、きめ細やかな福祉サー

ビスの展開や子育て、生活、就業への支援など総合的な対策を推進します。 

【主な施策】 

事業名 事業内容 担当課 引用元計画 

子どもの学習支

援 

生活困窮の世帯の中学生を対象に、高校へ

の進学を目指した学習支援を行います。 
社会福祉課 地域福祉計画 

子どもの貧困対

策に関わる団体

への支援 

こども食堂をはじめとした子どもの居場所

づくりや食事の提供などの活動をする団体

を支援し、啓発活動に取り組みます。 

社会福祉課 地域福祉計画 

児童虐待防止に

向けての取組 

児童虐待の防止及び早期発見を図るため、

関係機関との連携を強化し、未然防止に努

めます。 

子育て支援課 地域福祉計画 

児童発達支援 

主に未就学の児童を対象に、日常生活にお

ける基本的な動作の指導や知識技能の付

与、集団生活への適応訓練等を行い、又は

これにあわせて肢体不自由児通所医療によ

る治療を行います。 

社会福祉課 
障がい児 

福祉計画 

放課後等デイサ

ービス 

就学している児童を対象に、授業の終了後

（放課後）や学校の休業日（夏休み等）に、

生活能力向上のための訓練等を行います。 

社会福祉課 
障がい児 

福祉計画 

保育所等訪問支

援 

保育所等に通う児童を対象に、その施設を

訪問し、集団生活への適応のための専門的

な支援等を行います。 

社会福祉課 
障がい児 

福祉計画 

居宅訪問型児童

発達支援 

障害児通所支援を利用するために外出する

ことが著しく困難な児童を対象に、自宅を

訪問して児童発達支援を行います。 

社会福祉課 
障がい児 

福祉計画 

障害児相談支援 

障害児通所支援の利用申請時の障害児支援

利用計画案の作成やサービス支給決定後の

連絡調整、障害児支援利用計画の作成を行

うとともに、定期的にモニタリングを実施

し、必要に応じて計画の見直しを行います。 

社会福祉課 
障がい児 

福祉計画 

※「総合計画」・・・・・東金市第４次総合計画 
「地域福祉計画」・・・第３次東金市地域福祉計画・地域福祉活動計画 
「障がい児福祉計画」…第７期東金市障がい福祉計画・第３期東金市障がい児福祉計画 
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第５章    計画の推進 
 

 

 

１ 推進体制 

（１）推進体制 

保護者の子育ての不安を和らげ、子どもが健やかに育つことができる環境を充実させる

ため、子育て支援、教育、福祉、保健等の子ども・子育てに関連する東金市の全ての部署

や、就学前児童施設、学校等の関係機関が連携・協調しながら、この計画を推進していき

ます。 

 

 

（２）計画の進捗状況の点検・評価 

この計画に位置付けられた教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の実施状況につ

いては、定期的に東金市子ども・子育て会議へ報告し、その点検・評価を受けながら着実

な推進を図ります。 

また、子ども・子育てをめぐる社会情勢や東金市の状況、まちづくりの基本指針となる

「東金市総合計画」での子ども・子育て施策の位置付け等を踏まえて、必要に応じて計画

期間中における計画の見直しを図ります。 

 

 

（３）計画の周知 

保護者はもとより、地域や事業者等の社会の様々な構成主体が、子ども・子育て支援に

対する関心や理解を深め、それぞれの役割を果たすことが重要であることを踏まえ、ウェ

ブページ等を活用しながらこの計画の内容について周知を図ります。 

 

 

 


